
令和６年度 第７回 旭区行政連絡調整会議議案書 （議事要旨） 

と き：令和６年 11月 21 日（木）午前 10 時～ 

ところ：旭区役所３階会議室及びＷＥＢ 

１ 開会 

２ 区長あいさつ 

３ 各官公署・事業所事業予定及び連絡調整事項について 

（１）旭警察署 

       ・旭区の犯罪発生状況について、特殊詐欺が多く、最近は SNSやマッチングアプリ

で感情面から入り込んでくる詐欺、投資を募る詐欺が非常に多くなっている。特

殊詐欺の被害総額は大体２倍くらいになっている。 

・交通事故関係については、自転車関連が全体の約半数を占めている。また、高齢

者の方の自転車事故が増加しており、その割合は、大阪府内でも旭区が一番高い

状況である。自転車は、非常に手軽な乗り物であり、免許も必要ないが、法律上、

車両自動車と同じ扱い。ルールは一緒である。若干の違いはあるが、信号を守る、

車道の左側通行、信号のない交差点での一旦停止などルールの厳守をあらためて

お願いしたい。 

 

（２）旭消防署 

    ・令和６年 10 月 31 日現在の災害状況について、火災概況は、本年累計で 10 件と

昨年と比較して５件減少となっている。続いて、救急件数は、本年 7,552 件、

昨年は 7,345 件とこちらはプラス 207 件となっている。続いて、救助件数は本

年 144件、昨年は 119件と、プラス 25件となっている。ちなみに、秋の火災予

防運動期間中の市内の火災件数は、全焼が１件、半焼が１件、部分焼が６件、

車両火災が１件となっている。 

 

（３）環境局 城北環境事業センター 

   ・地活協合同連絡会議にて依頼する４点について、共有させて頂く。まず、年末年

始のゴミ収集のお知らせについて、年末の収集が 12 月 31 日（火）まで、年始

については、1 月４日（土）から、普段通りの曜日に収集を行うといった周知ビ

ラ回覧のお願いが１点目、次に、大阪マラソンの開催に合わせて毎年実施して

いる一斉清掃活動の呼びかけ、その協力依頼が２点目、３点目が、令和７年４

月から、現在分別収集を行っている容器包装プラスチックと、これまで普通ゴ

ミとして収集していた製品プラスチックを一括して回収する。このリサイクル



に関する取組についての協力依頼である。最後の４点目が、市内全域における

路上喫煙禁止について、来年 1 月 27 日からということが決まったので、その実

施についてのお知らせと啓発ポスターの掲示の依頼を行う。 

 

（４）建設局 中浜工営所 

    ・城北川の遊歩道は、河川区域の中にあるので、大雨で水位が上がると遊歩道が水

に浸かる構造になっている。今月 11 月２日（土）の季節外れの大雨では、遊歩

道から出てくださいといった放送を鳴らしたり、現地に掲示板を貼ったりして

いたが、当局での巡回の際に、歩いている方を発見したということがあった。

今後、掲示板を増やすなど、再周知をしたいと考えているので、またご協力を

お願いしたい。 

 

（５）建設局 鶴見緑地公園事務所 

   ・秋の行楽シーズンで、公園利用者も多く、落ち葉も増えてきているので、要望や

苦情なども出てきている状況である。また何かあれば、公園事務所までお声を

寄せていただきたい。 

 

（６）財政局 京橋市税事務所 

   ・通常の業務をやっているところであるが、本日、不動産公売を 10 時 20 分から行

っている。参考までにお伝えしておく。 

 

（７）こども青少年局 保育・幼児教育センター 

   ・11月 11 日（月）に子育て講演会を当センターで実施した。８名の方が参加、そ

れから今回初めて実施したアーカイブ配信に 48 人の申し込みがあった。多くの方

に講演会に参加していただき、区役所を初め、図書館や地域の皆様のご協力に、

お礼を申し上げる。 

 

（８）水道局 東部水道センター 

   ・旭区内において、今年度、漏水は発生していないが、季節柄発生しやすいことも

あり、もし発見した際には、お客様センターの方まで連絡いただき、早急に対

応したいと思う。 

 

（９）旭図書館 

   ・クイズに参加したり、本を借りたりすることでポイントを貯め、そのポイントに

応じて記念品をお渡しする期間限定の「としょかんポイント」というイベント



を開催している。150 ポイントを貯めると木製のオリジナルチャームをプレゼン

させていただく。先月、システム更新のための臨時休館についてお知らせさせ

ていただいたところだが、この図書館ポイントは現行のシステムで出来る仕組

みということで、今年度限りで終了となる。11 月 30日（土）までということで、

まもなく終了になるので、お声掛けをさせていただいた。 

 

（10）芸術創造館 

・昨今、レコーディングについて多種多様な利用が増えてきたので、新たにエン   

ジニアを迎え、レコーディング授業を、マスターコース、ベーシックコース、ラ

イトコースの３種類とし、コースを選べるようにした。例えば、ライトコースは

１時間当たり 6,500 円とかなりお得に録音ができる。レコーディングと言うと、

ＣＤを作るバンド等を想像するかもしれないが、地域の合唱団の方がご自身たち

の記念のＣＤアルバムを作成するために利用することも出来る。安く、素晴らし

い施設でレコーディングができるので、ぜひ活用いただきたい。 

・「グランドピアノを弾いてみよう」ということで、冬休みも開催する。12 月 22

日（日）、25 日（水）、27 日（金）、１月６日（月）の全４回で、時間帯は８枠

を設けている。人気の企画で、15 日から予約の受付を開始したが、もう結構埋

まっており、広報あさひ 12月号にも掲載するため、その分は確保させていただ

く。 

・芸創ナイトシアターという事業を不定期に行っているが、12 月に開催が決まっ

た。プラントエムさんの「げきじょうのひ」という作品を 12 月 17日（火）、18

日（水）に上演する。こちらには、私も今回役者として出演する予定で、興味が

あればご参加いただきたい。 

 

（11）旭区民センター 

    ・「レザークラフトでメガネケースを作ろう」を１月 18 日（土）に開催する。それ

から、エンジョイ・ヨーガの１月から３月コースの案内をさせていただく。あと、

「減塩味噌作り教室」については、12 月はすでに満席になっており、1 月は 24

日（金）から 29 日（水）の６日間での実施を予定している。 

 

（12）（社福）旭区社会福祉協議会 

   ・広報あさひ 12 月号に折り込みの形で発行する区社協だよりに掲載の講座につい

て、ご案内させていただく。旭区社会福祉協議会は、災害時に災害ボランティ

アセンターとしての役割があり、その災害ボランティアセンターの運営ボラン

ティア養成講座を行う。２月 15 日（土）と３月１日（土）、いずれも午後 1 時



30 分から、２回の講座として区社協にて行う。パートゲームを体験していただ

く内容となっており、また区社協だよりを手にされたときにご覧いただけたら

と思う。本会のホームページからも見ることが可能なので、ご覧いただきたい。 

 

（13）旭区老人福祉センター（欠席） 

 

（14）旭区役所 

・先月もチラシの方で案内をさせていただいたが、今月も広報あさひの一面で掲

載させていただいているので、再度案内をさせていただく。「わくわくキーワー

ドラリー」といって区内の魅力ある店舗や施設をゆっくりと巡っていただくイ

ベントで、店前にあるポスターに書かれたキーワードを五つ集めていただくと

抽選会に参加できるという仕組みになっている。このイベントを、24 日（日）

まで開催している。今回、区内のお店さん等に大変協力いただき、抽選会での

景品もたくさんご用意させていただけるようになっているので、皆さんもよろ

しければぜひ足を運んでいただければと思う。 


